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櫻田委員からの意見 
櫻田 佳正 

 

１．修徳学区に新しい福祉施設と公園が完成した事は御存知だと思いますが、特に公園は

人気がありまして、多くの子供達やご老人が日暮れまで利用されています。せせらぎ

の有る公園は、京都市でも初めての事だと思いますが、子供達は非常に喜んで遊んで

います。この公園は、我々の学区民がアンケートや多くの会議（ワークショップ）等

で完成させた公園だけに、利用されている人達を見て喜んでいるところです。 

今、せせらぎの公園（修徳公園）を守る会を学区民全員に案内し、公園を守る委員会

を立ち上げる作業をしています。また、その事が地区計画の推進になると考えている

ところで有ります。 

 

２．今、我々の周囲には、委員会で議論の中心になっている、高層マンションが４～５棟

ぐらい建築中です。一軒の販売価格は平均２３００万円ぐらいだと思いますが、個人

的には安くなりすぎだと思います。この販売価格では我々が理想としている町に合っ

たデザインの建築は不可能だと思います。建築確認をする時、指導できないのでしょ

うか。ちなみに修徳学区の福祉施設は京都市が設計施工をされましたが、４階建てで

まちなみに合った設計をされています。 

 

３．マンションの建築には私自身は反対ではありませんが、２で挙げた事とマンションの

住民の方々と地域住民との調和がないのが残念に思います。今後、地域の方々と話し

合いをして改善できればと考えています。また、委員会で良い考えがあれば教えて下

さい。 

 

４．町家再生の工事をこの頃よく見ますが、京都市で補助金制度を作り、多くの再生事業

を市民にアピールすれば、町家は良い形で残ると思いますが考えはあるのでしょうか。 

 

 



 

2 

西嶋委員からの意見 
西嶋 直和 

 

１．第２回審議会資料でも提示された１９９５年以降の建築動向の資料を見ると、延床面

積／敷地面積が４００％を越える物件が非常に多い。これは共同住宅では共用部分等

を容積に算入しないという制度があるためである。この容積率の不算入の制度につい

ては見直しをした方が良いのではないか。 

 

延床面積/敷地面積と階数
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第２回審議会-資料４-図６ 延床面積/敷地面積と階数の関係 

 

２．都心部に定期借地権付マンションの普及を推進してはどうか。定期借地権付マンショ

ンであれば、土地の売買が不要なため、規制強化後でも、マンションを供給する手段

として有効なのではないか。 

※「定期借地権付マンション」：今までのマンションのような土地の分譲制ではなく、土地は

借地とし、その上に区分所有建物を建てようとする制度。少ない負担で、質のよい広いマン

ションを求めることができる。ただし、借地の期間（５０年以上）が満了した時には、建物

を撤去して土地を返却しなければならない。 

 

３．町家については、建替や保全に対して、補助を充実させる等の経済的な支援策を拡充

させることが必要だと思う。 

 

４．職住共存地区は都心部であり、商業地・業務地としての魅力・ポテンシャルは重要で

ある。したがって、住居系にシフトし過ぎるような規制（例えば近隣商業地域への変

更）は望ましくないのではないか。 
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鵜飼委員からの意見 
鵜飼 泉道 

職住共存が町並みを作る 
一．基本思考 

１．過去の保存より未来の町作り 

２．１００年の体系を目指して 

３．職（有形・無形）の誘致と京ブランドの発信 

４．行政指導の強化 

・この町の建築基準の作成 

・税制面よりのアプローチ    －なぜ寺院建築が維持できるか－ 

・リム委員の提案について 

 

二．小さい「田の字」の町作り 

１．外観デザインの重視 

  ・木造建築と現代建築のマッチする町 

２．道に面する部分は２階 

３．セットバックの禁止 

４．道路斜線制限緩和の見直し 

５．専用駐車場の設置と駐車場デザイン 

 

三．木造建築の本物化 

１．改めて「京町家」とは 

２．建築資材の使用制限 

３．建築資材の供給サービス 

４．継続したメンテナンス 

 

四．職住共存とは 

 ＝ この町で学び、この町で生産し、この町で住む ＝ 

１．職の教育施設の誘致 

２．教育者の居住誘致 

３．有形の職  作業所（工場）の設置誘致と店舗（本店）の誘致 

４．無形の職 

 

五．夢を求めて 

「京の風」が吹く町 

「京の風」を吹かす人 
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